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報雑

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
一
月
J
昭
和
四

O
年一一一月〉

法学会記事

一
回
、
一
月
一
一
一
一
日
(
金
〉
午
後
一
時
三

Q
分

l
五
時

O
「
政
治
的
態
度
の
測
定

ー
そ
の
方
法
と
予
備
調
査
・
北
大
法
経
学
生
に
そ
く
し
て

i
」

報

告

者

阿

部

四

郎

オ
ス
グ
ッ
ド
や
ア
イ
ゼ
ン
ク
の
測
定
方
法
の
利
用
例
、
お
よ
び
調
査

結
果
の
一
部
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
意
義
や
解
釈
の
仕
方
に
つ
い
て
討

論。

一
五
、
二
月
一
一
一
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
一分
l
五
時

。
「
日
本
の
近
代
化
と
伝
統
|
福
沢
諭
吉
の
場
合
|

円リ司ヨ

g
里山口
Tmw司
、

円

7
0
】
白
方
町

5
2
0
間
口
口
問
}
ユ

S
E
E
P
-申
∞

4
・

の

紹

介

」

報

告

者

松

沢

弘

陽

独
立
・
進
歩
の
一
広
蒙
思
想
家
福
沢
の
思
想
体
系
の
全
般
に
わ
た
り
、

そ
の
核
心
的
、
窮
局
的
部
分
の
本
質
が
旧
い
儒
教
思
想
に
深
く
惨
透
さ

れ
て
い
た
と
解
す
る
ブ
ラ
ッ
カ
ー
の
分
析
・
評
価
を
め
ぐ
り
、
ラ
イ
シ

ャ
ワ
ー
の
反
論
等
に
ふ
れ
つ
つ
、
議
論
を
展
開
。

一
六
、
二
月
一
一
六
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
l
五
時

O

最
近
の
家
族
の
問
題

改

憲

論

を

め

ぐ

っ

て

熊

財

産

土

の

問

題

川

身

分

上

の

問

題

山

正

男

夫
婦
・
親
子
・
扶
養
・
相
続
等
の
問
題
に
つ
き
、
民
法
学
が
直
面
し

て
い
る
最
新
の
問
題
状
況
が
具
体
的
・
詳
細
に
解
明
せ
ら
れ
た
。
改
憲

論
者
の
家
族
保
護
の
主
張
等
が
、
古
色
蒼
然
た
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
で

あ
る
こ
と
は
別
と
し
て
も
、
変
転
す
る
現
実
に
適
合
し
え
な
い
的
は
ず

れ
の
議
論
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
教
え
ら
れ
た
。

一
七
、
一
二
月
二
一
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分

五

時

O
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
裁
判
官
の
独
立
」報

告

者

小

山

昇

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
官
の
「
不
可
動
性
」
を
中
心
と
す
る
詳
細
・
明
快

な
紹
介
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
て
裁
判
官
の
独

立
を
守
る
も
の
・
条
件
は
何
か
と
い
う
根
本
問
題
の
「
迷
宮
的
状
況
」

が
は
っ
き
り
し
た
。
法
律
制
度
論
を
こ
え
る
、
政
治
学
・
憲
法
哲
学
的

問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。
わ
が
国
の
裁
判
官
に
つ
い
て
も
若
干
懇
談
。

一
八
、
三
月
一
一
六
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
|
五
時
三

O
分

O
「
福
祉
国
家
の
実
態
と
展
望
」

行

政

法

論

争

報

告

者

今

村

成

和

社

会

福

祉

ク

石

川

恒

夫

い
わ
ゆ
る
福
祉
国
家
に
お
け
る
行
政
法
の
特
質
を
め
ぐ
る
渡
辺
・
山

田
論
争
・
有
倉
批
評
の
紹
介
と
、
今
村
教
授
自
身
の
一
示
唆
に
と
む
見
解

が
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
社
会
福
祉
(
学
)
の
対
象
ゃ
、
生
活
保
護
を
中

報
告
者

本

一一白{
 
健夫

タ

井

。

畠

北法15(4・118)710



法学会・民事法研究会記事

心
と
す
る
実
態
お
よ
び
立
法
の
傾
向
に
つ
い
て
詳
し
い
解
説
が
な
さ
れ

た
。
懇
談
予
定
の
官
僚
の
問
題
は
、
時
間
ぎ
れ
で
ふ
れ
え
ず
。

*
 

右
研
究
会
後
、
総
会
。
旧
年
度
会
計
報
告
お
よ
び
幹
事
(
深
瀬
)
留

任
が
承
認
さ
れ
、
新
年
度
運
営
方
針
を
討
議
。
八
月
お
よ
び
冬
休
暇
中

を
除
き
、
原
則
と
し
て
月
二
回
の
例
会
を
行
な
い
、
各
専
攻
部
門
お
よ

び
海
外
諸
国
の
事
情
に
つ
い
て
最
新
の
知
識
を
交
流
す
る
耳
学
問
の
場

と
し
て
活
用
し
て
ゆ
く
方
針
が
、
採
択
さ
れ
た
。
終
了
後
懇
親
会
が
続

き
、
七
時
半
に
及
び
一
応
散
会
。

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
一
月

t
昭
和
田

O
年
一
一
一
月
)

一
六
、
一
月
二
九
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
他
人
所
有
地
の
立
木
に
つ
い
て
の
取
得
時
効
の
成
否
(
最
高
裁
判
所

判
例
集
第
一
七
巻
第
一
一
一
号
一
六
九
六
頁
)
後
藤
徹

O
外
国
人
間
の
離
婚
訴
訟
の
国
際
的
裁
判
管
轄
(
最
高
裁
判
所
判
例
集

第

一

八

巻

第

三

号

四

八

六

頁

)

欧

龍

雲

O

不
法
行
為
に
よ
り
身
体
の
傷
害
を
受
け
た
者
の
父
母
が
自
己
の
権
利

と
し
て
慰
一
緒
料
請
求
権
を
有
す
る
と
さ
れ
た
事
例
(
最
高
裁
判
所
判
例

集

第

一

八

巻

第

一

号

=

二

頁

)

半

田

正

夫

O
親
子
関
係
の
存
否
を
前
提
と
す
る
法
律
関
係
に
関
す
る
紛
争
処
理
の

手
続
(
最
高
裁
判
所
判
例
集
第
一
八
巻
第
三
号
四
七
三
頁
)

石

111 

恒

夫

北法15(4・119)711

一
七
、
二
月
五
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
に
基
づ
く
退
職
金
請
求
権
は
こ
れ
を
譲

渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
事
例
(
判
例
時
報
三
六
四
号
一

O
頁
)

佐

保

雅

子

O

国
鉄
と
そ
の
職
員
と
の
関
係
は
私
法
関
係
(
判
例
時
報
三
六
四
号
一

四

頁

)

今

村

成

和

(
右
二
件
は
公
法
研
究
会
と
合
同
〉

O
売
主
お
よ
び
相
続
人
の
共
有
不
動
産
が
売
買
の
目
的
と
さ
れ
た
場
合

当
該
相
続
人
は
当
該
売
買
契
約
に
お
け
る
売
買
契
約
に
お
け
る
売
主
の

義
務
の
履
行
を
拒
み
う
る
か
(
最
高
裁
判
所
判
例
集
第
一
七
巻
第
一
二

号

一

八

五

四

頁

)

神

田

孝

夫

O
任
意
に
支
払
わ
れ
た
法
定
制
限
超
過
の
利
息
・
損
害
金
は
残
存
元
本

に
充
当
さ
れ
る
か
(
判
例
時
報
三
九

O
号

八

頁

)

五

十

嵐

清

一
八
、
二
月
一
九
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

一
、
停
止
条
件
の
成
就
を
故
意
に
妨
げ
た
と
し
て
報
酬
請
求
権
が
認

め
ら
れ
た
事
例
。

二
、
停
止
条
件
の
成
就
を
故
意
に
妨
げ
た
場
合
と
不
法
行
為
の
成
立

(
最
高
裁
判
所
判
例
集
第
一
八
巻
第
一
号
九
九
頁
)後

藤

徹

O

譲
渡
担
保
の
目
的
物
件
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
代
物
弁
済
は
否
認
の
対

象
と
な
る
か
(
最
高
裁
判
所
判
例
集
第
一
八
巻
第
五
号
八
八
七
頁
)

波

昭
辺

正



報

。
不
動
産
の
遺
贈
と
民
法
第
一
七
七
条
の
第
三
者
会
最
高
裁
判
所
判
例

集

第

一

八

巻

第

三

号

四

三

七

頁

)

神

田

正

夫

O

出
張
所
長
が
商
法
第
四
二
条
の
表
見
支
配
人
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事

例
(
最
高
裁
判
所
判
例
集
第
一
八
巻
第
三
号
四
五
八
頁
)

藤

原

雑

土生

公法研究会記事

一
九
、
三
月
五
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

前
月
中
の
過
払
給
与
を
後
の
月
分
の
給
与
か
ら
減
額
す
る
こ
と
は
違

法

(

判

例

時

報

三

九

四

号

五

九

頁

〉

佐

保

雅

子

O
会
社
が
商
業
笠
記
簿
上
の
名
称
以
外
の
名
称
を
用
い
て
振
り
出
し
た

手
形
が
当
該
会
社
振
出
の
手
形
と
認
め
ら
れ
た
事
例
(
最
高
裁
判
所
判

例

集

第

一

八

巻

第

四

号

五

四

三

頁

)

藤

原

雄

三

O
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
三
条
に
よ
る
保
有
者
に
対
す
る
損
害
賠

償
請
求
権
と
同
法
第
一
六
条
第
一
項
に
よ
る
保
険
会
社
に
対
す
る
損
害

賠
償
額
支
払
請
求
権
と
の
関
係
(
最
高
裁
判
所
判
例
集
第
一
八
巻
第
四

号

五

八

三

頁

)

石

田

満

O

一
、
二
筆
の
土
地
を
一
括
し
て
賃
借
し
た
場
合
に
一
筆
の
土
地
に
つ

い
て
の
用
方
違
反
に
よ
っ
て
二
筆
の
土
地
全
部
の
賃
貸
借
契
約
を
解
除

で
き
る
と
さ
れ
た
事
例
。

二
、
堅
固
建
物
へ
の
改
築
が
消
防
署
の
命
に
よ
っ
た
場
合
で
も
借
地

の
用
方
違
反
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
事
例
(
最
高

裁
判
所
判
例
集
第
一
八
巻
第
五
号
八

ο六
頁

)

薮

重

夫

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
一
月
J
昭
和
四

O
年
三
月
)

一
二
、
一
月
二
九
日
(
金
)
判
例
研
究

O
法
人
の
所
得
金
額
の
推
計
(
法
人
税
法
二
二
条
二
項
)
を
合
理
的
で

な
い
と
し
た
例
(
大
阪
地
裁
昭
和
三
八
年
一
一
月
一
二
日
判
例
時
報
三

五

九

号

一

八

頁

〉

鳥

居

信

之

O

買
収
計
画
樹
立
後
一
一
年
経
過
後
に
買
収
令
書
を
交
付
し
て
し
た
買

収
処
分
の
効
力
ほ
か
(
京
都
地
裁
昭
和
三
八
年
一
一
月
二
八
日
判
例
時

報
三
六

O
号

一

五

頁

〉

深

瀬

忠

一

二
二
、
二
月
五
日
ハ
金
〉
判
例
研
究

(
公
法
・
民
事
法
合
同
研
究
会
〉

O

国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
に
基
づ
く
退
職
金
請
求
権
は
譲
渡
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
た
事
例
(
東
京
地
裁
昭
和
三
九
年
二
月
二
八
日
判

例
時
報
コ
一
六
四
号
一

O
頁

)

佐

保

雅

子

O

国
鉄
と
職
員
と
の
関
係
は
私
法
関
係
(
東
京
地
裁
昭
和
三
八
年
一
一

月

二

九

日

判

例

時

報

三

六

四

号

一

四

頁

)

今

村

成

和

一
四
、
二
月
一
九
日
(
金
〉
判
例
研
究

O
「
不
正
者
の
天
国
」
出
版
に
よ
る
免
職
処
分
に
つ
い
て
(
東
京
地
裁
昭

和
三
八
年
二
一
月
二

O
日
判
例
時
報
三
五
九
号
六
頁
)
熊

本

信

夫

O
参
議
院
議
員
定
数
の
選
挙
区
へ
の
配
分
と
憲
法
一
四
条
(
最
高
裁
昭

和
三
九
年
二
月
五
日
判
例
時
報
三
六
一
号
八
頁
)

岩

洋

北法15(4・120)712 



公法・刑事法・政治学研究会記苓

一
五
、
三
月
一
日
(
月
)
公
法
研
究

。
憲
法
事
実
と
司
法
審
査
(
清
宮
退
職
論
文
集
に
お
け
る
芦
部
論
文

「
合
憲
性
の
推
定
と
司
法
審
査
」
の
展
開
、
特
に
恵
庭
事
件
訴
訟
を
中

心

に

)

深

瀬

忠

一

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

〈
昭
和
四

O
年
一
月
J
昭
和
四

O
年
三
月
)

一
五
、
二
月
二
二
日
(
土
)

O

責
任
能
力
の
判
断
と
鑑
定

-
最
近
の
二
、
三
の
判
例
に
ち
な
ん
で

バ川
4林

岩

{呆洋

茂

O 

賭
博
罪
の
諸
問
題

一
学
説
・
判
例
上
の
問
題
点
を
め
ぐ
っ
て

l

雄

暮

得

一
六
、
二
月
一
一
一
一
一
日
(
火
)

O

一
、
公
職
選
挙
法
第
二
五
二
条
に
い
う
選
挙
権
被
選
挙
権
停
止
の
要

件
、
基
準
は
不
明
確
か
。

二
、
公
職
選
挙
法
第
二
三
九
条
第
一
号
の
罪
の
構
成
要
件
で
あ
る
同

法
第
一
二
九
条
に
い
う
選
挙
運
動
の
意
義
は
不
明
確
か
。
(
最
高
裁
昭

和
三
八
年
一

O
月
二
二
日
、
最
判
一
七
巻
九
号
一
七
五
五
頁
)

鳥

居

信

之

刑
法
上
の
直
系
尊
属
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
最
高
裁
昭
和

O 

三
八
年
一
二
月
二
四
日
最
判
一
七
巻
一
二
号
二
五
三
七
頁
)

栃

内

昌

一
七
、
三
月
二

O
日
(
土
)
刑
事
法
研
究
会

O
自
動
車
運
転
者
甲
は
、
同
僚
乙
が
運
転
資
格
な
く
、
よ
う
や
く
運
転

で
き
る
程
度
の
技
能
し
か
有
せ
ず
、
か
っ
、
酒
気
を
帯
び
て
い
る
事
情

を
知
り
な
が
ら
、
同
人
に
自
己
の
運
転
管
理
す
る
自
動
車
の
運
転
を
委

ね

(
A
〉
、
自
ら
は
助
手
席
に
あ
り
な
が
ら
乙
に
適
切
な
運
転
上
の
指

導
助
言
を
与
え
る
こ
と
な
く
仮
睡
し
て
い
た
(

B

)

た
め
、
乙
の
運
転

操
作
の
拙
劣
に
起
因
す
る
傷
害
事
故
を
招
来
し
た
。
甲
に
自
動
車
運
転

者
と
し
て
の
業
務
上
の
注
意
義
務
違
反
を
認
め
得
る
か
。
(
参
考
判
例
、

大
審
院
昭
和
二
二
、
二
一
、
一
一
判
、
新
聞
四
二
二
八
号
二
ハ
頁
、
大

阪
地
裁
昭
和
三
五
、
五
、
四
判
、
判
時
二
二
六
号
四
三
頁
等
)

半

谷

恭

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
一
月
l
昭
和
四

O
年
三
月
)

六
、
一
月
二
ハ
日
〈
土
)

O
中
ソ
論
争
と
わ
が
国
の
論
壇

七
、
二
月
二
五
日
(
木
)

O
雑
誌
論
文
論
評
「
革
新
と
は
何
か
」
(
中
央
公
論
二
月
号
〉

百

瀬

「ナ
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